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現  行 改 正 後 

【本編】 

Ⅲ 少額短期保険業者の監督に係る事務処理上の留意点 

Ⅲ－２ 保険業法に係る事務処理 

Ⅲ－２－７ 少額短期保険持株会社・少額短期保険主要株主 

Ⅲ－２－７－３ 少額短期保険主要株主に係る承認等 

Ⅲ－２－７－３－２ 承認申請書の添付書類 

承認申請書の添付書類のうち、主要株主基準値以上の数の議決権の保有

者になろうとする者が法人である場合の取締役、執行役、会計参与及び監

査役の履歴書については、住民票の抄本の提出を併せて求めることとする

（ただし、住民票の抄本については、申請者が少額短期保険業者である場

合は、財務局が特に必要と認めた者に限り提出を求めることとし、また、

申請者が保険会社である場合は、常務に従事する取締役（委員会設置会社

にあっては、執行役）以外の者について提出を求めることとする）。 

また、主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者が個

人である場合の当該者の氏名、住所又は居所及び職業を記載した書類につ

いても住民票の抄本の提出を併せて求めることとする。

【本編】 

Ⅲ 少額短期保険業者の監督に係る事務処理上の留意点 

Ⅲ－２ 保険業法に係る事務処理 

Ⅲ－２－７ 少額短期保険持株会社・少額短期保険主要株主 

Ⅲ－２－７－３ 少額短期保険主要株主に係る承認等 

Ⅲ－２－７－３－２ 承認申請書の添付書類 

承認申請書の添付書類のうち、主要株主基準値以上の数の議決権の保有

者になろうとする者が法人である場合の取締役、執行役、会計参与及び監

査役の履歴書については、住民票の抄本の提出を併せて求めることとする

（ただし、住民票の抄本については、申請者が少額短期保険業者である場

合は、財務局が特に必要と認めた者に限り提出を求めることとし、また、

申請者が保険会社である場合は、常務に従事する取締役（指名委員会等設

置会社にあっては、執行役）以外の者について提出を求めることとする）。

また、主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者が個人

である場合の当該者の氏名、住所又は居所及び職業を記載した書類につい

ても住民票の抄本の提出を併せて求めることとする。
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【様式・参考資料】 

別紙様式Ⅰ－２ 

文 書 番 号

年 月 日

財務（支）局長  殿 

商号又は名称 

代表者の氏名        印 

役員選退任届出書 

少額短期保険業者を代表する取締役、少額短期保険業者の常務に従事する取締

役又は監査役（取締役、代表執行役、執行役、会計参与又は監査委員）の選退任

がありますので、保険業法第２７２条の２１第１項第６号並びに保険業法施行規

則第２１１条の５５第 1 項第２号、第２号の２、第２号の３及び第２号の４の規

定に基づき、下記のとおり届け出ます。 

記

役員（候補者）の

氏名 

新役職名 

（最終役職名） 
選任（退任）予定日＊ 理 由 備 考

年 月 日選任・退任予定

年 月 日選任・退任予定

年 月 日選任・退任予定

＊ 該当するものに丸印を付すこと。 

【様式・参考資料】 

別紙様式Ⅰ－２ 

文 書 番 号

年 月 日

財務（支）局長  殿 

商号又は名称 

代表者の氏名        印 

役員選退任届出書 

少額短期保険業者を代表する取締役、少額短期保険業者の常務に従事する取締

役又は監査役（指名委員会等設置会社にあっては少額短期保険業者の常務に従事

する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員（少額短期保険業者の常務に従事

する取締役を除く。）、監査等委員会設置会社にあっては少額短期保険業者を代表

する取締役、少額短期保険業者の常務に従事する取締役又は監査等委員（少額短

期保険業者の常務に従事する取締役を除く。））若しくは会計参与の選退任があり

ますので、保険業法第２７２条の２１第１項第６号並びに保険業法施行規則第２

１１条の５５第 1 項第２号、第２号の２、第２号の３及び第２号の４の規定に基

づき、下記のとおり届け出ます。 

記

役員（候補者）の

氏名 

新役職名 

（最終役職名） 
選任（退任）予定日＊ 理 由 備 考

年 月 日選任・退任予定

年 月 日選任・退任予定

年 月 日選任・退任予定

＊ 該当するものに丸印を付すこと。 
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添付書類 

 １ 履歴書及び住民票抄本（選任しようとする場合） 

 ２ その他参考となるべき事項を記載した書類 

 （注）死亡、株主総会における株主からの選任動議等、臨時・偶発的な理由に

より事前に届出ができないやむを得ない事情がある場合には、本様式に理

由書を添付して、事後に提出すること。 

添付書類 

 １ 履歴書及び住民票抄本（選任しようとする場合） 

 ２ その他参考となるべき事項を記載した書類 

 （注）死亡、株主総会における株主からの選任動議等、臨時・偶発的な理由に

より事前に届出ができないやむを得ない事情がある場合には、本様式に理

由書を添付して、事後に提出すること。 
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別紙様式Ⅰ－３の２ 

申 請 者 の 氏 名

少額短期保険業者での役職名

当 該 他 の 会 社 の 商 号 又 は

名 称

当 該 他 の 会 社 で の 役 職 名

兼 職 開 始 予 定 日 年  月  日（  ） 

理 由

少額短期保険業者及び当該他の

会 社

に お け る 常 務 の 処 理 方 法

少額短期保険業者及び当該他の

会 社

と の 取 引 そ の 他 の 関 係

別紙様式Ⅰ－３の２ 

申 請 者 の 氏 名

少額短期保険業者での役職名

当 該 他 の 会 社 の 商 号 又 は

名 称

当 該 他 の 会 社 で の 役 職 名

兼 職 開 始 予 定 日 年  月  日（  ） 

理 由

少額短期保険業者及び当該他の

会 社

に お け る 常 務 の 処 理 方 法

少額短期保険業者と当該他の会社

と の 取 引 そ の 他 の 関 係
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別紙様式Ⅳ－４ 

文 書 番 号

年 月 日

財務（支）局長 殿 

商号又は名称 

代表者の氏名       印 

定款（又は定款に準ずる定め）の変更届出書 

定款（又は定款に準ずる定め）を変更したので、保険業法第２７２条の４２第

２項第８号及び保険業法施行規則第２１１条の８６第２項第１号の規定に基づ

き、下記のとおり届け出ます。 

記 

理 由

実 行 日 年      月      日（  ） 

変更前 変更後 備考 

別紙様式Ⅳ－４ 

文 書 番 号

年 月 日

財務（支）局長 殿 

商号又は名称 

代表者の氏名       印 

定款（又は定款に準ずる定め）の変更届出書 

定款（又は定款に準ずる定め）を変更したので、保険業法第２７２条の４２第

２項第８号及び保険業法施行規則第２１１条の８６第２項第１号の規定に基づ

き、下記のとおり届け出ます。 

記 

理 由

変 更 日 年      月      日（  ） 

変更前 変更後 備考 
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添付書類 

1. 定款又はこれに準ずる書類（写） 

2. その他参考となるべき事項を記載した書類 

添付書類 

1. 定款又はこれに準ずる書類（写） 

2. その他参考となるべき事項を記載した書類 
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別紙様式Ⅳ－５ 

文 書 番 号

年 月 日

財務（支）局長  殿 

商号又は名称 

代表者の氏名       印 

役員選退任届出書 

少額短期保険持株会社を代表する取締役又は少額短期保険持株会社の常務に従

事する取締役又は監査役（委員会設置会社等にあっては取締役、代表執行役、執

行役又は会計参与）の選退任がありますので、保険業法第２７２条の４２第２項

第８号並びに保険業法施行規則第２１１条の８６第２項第３号、第３号の２、第

３号の５及び第３号の６規定に基づき、下記のとおり届け出ます。 

記 

役員の氏名 
新役職名 

（最終役職名） 
選任（退任）予定日＊ 理 由 備 考 

年 月 日選任・退任予定

年 月 日選任・退任予定

年 月 日選任・退任予定

＊ 該当するものに丸印を付すこと。 

別紙様式Ⅳ－５ 

文 書 番 号

年 月 日

財務（支）局長  殿 

商号又は名称 

代表者の氏名       印 

役員選退任届出書 

少額短期保険持株会社を代表する取締役又は少額短期保険持株会社の常務に従

事する取締役又は監査役（指名委員会等設置会社にあっては少額短期保険持株会

社の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員（少額短期保険持

株会社の常務に従事する取締役を除く。）、監査等委員会設置会社にあっては少額

短期保険持株会社を代表する取締役、少額短期保険持株会社の常務に従事する取

締役又は監査等委員（少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役を除く。））

若しくは会計参与の選退任がありますので、保険業法第２７２条の４２第２項第

８号並びに保険業法施行規則第２１１条の８６第２項第３号、第３号の２、第３

号の５及び第３号の６規定に基づき、下記のとおり届け出ます。 

記 

役員の氏名 
新役職名 

（最終役職名） 
選任（退任）予定日＊ 理 由 備 考 

年 月 日選任・退任予定

年 月 日選任・退任予定

年 月 日選任・退任予定

＊ 該当するものに丸印を付すこと。 
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添付書類 

 １ 履歴書及び住民票抄本（選任しようとする場合） 

 ２ その他参考となるべき事項を記載した書類 

 （注）死亡、株主総会における株主からの選任動議等、臨時・偶発的な理由に

より事前に届出ができないやむを得ない事情がある場合には、本様式に理

由書を添付して、事後に提出すること。

添付書類 

 １ 履歴書及び住民票抄本（選任しようとする場合） 

 ２ その他参考となるべき事項を記載した書類 

 （注）死亡、株主総会における株主からの選任動議等、臨時・偶発的な理由に

より事前に届出ができないやむを得ない事情がある場合には、本様式に理

由書を添付して、事後に提出すること。


